
管轄外の登記所の登記事項証明書
や,印鑑証明書を最寄りの登記所で

受け取ることができます！

※法務局では，証明書交付事務のほか，戸籍，供託，人権擁護に係る業務等も行っています。

　　子どもの人権１１０番（全国共通・無料）℡０１２０－００７ー１１０
　　女性の人権ホットライン（全国共通）℡０５７０ー０７０ー８１０

【お問い合わせ先】岐阜地方法務局登記部門・証明書専用番号

０５８－２４５－５７０２

お近くの法務局で，日本全国どこ

の登記事項証明書，印鑑証明書で

も入手できる「登記情報交換サー

ビス」を展開しているよ！

登記事項証明書はインターネットでの取り寄
せもできるのよ。詳しい情報は，不動産登記
はhttp:// www.moj.go.jp/MINJI/minji73.
html，商業法人登記は，http://www.moj.g
o.jp/MINJI/minji71.thmlにアクセスしてみ
てね！ 

インターネットでリアルタイムの登

記情報も閲覧（有料）できます。


